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INFORMATION～まちからのお知らせ～

国民年金保険料は口座振替がお得です

　口座振替で納めると手間がかからず、納付忘れを

防ぐことができます。

　また、まとめて前払い（前納）をすると保険料が

割引されます。

　口座振替の方法は次の５種類から被保険者本人が

選んで申し込むことができます。

　（１）２年前納（４月～翌々年３月分）

　（２）１年前納（４月～翌年３月分）

　（３）６カ月前納（４～９月分、10月～翌年３月分）

　（４） 当月末振替（早割）　※本来の納付期限より

も１カ月早く口座から振替する方法です。

　（５）翌月末振替　※保険料の割引はありません。

●必要なもの

　 国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書

　年金手帳　・　印鑑　・　預貯金通帳

●申し込み先　　 預貯金通帳をお持ちの金融機関

（ゆうちょ銀行を含む）または

　　　　　　　　お近くの年金事務所（要予約）

●申し込み期限　　２月末　

　※ 郵送の場合、到着までに日数がかかりますので、

お早めに投函ください。

　申出書は広野町役場健康福祉課窓口、年金事務所

窓口に備え付けていますが、日本年金機構のホーム

ページからプリントアウト（白黒可）して年金事務

所へ郵送することができます。お申し込みには基礎

年金番号の記入が必要となりますので、年金手帳や

日本年金機構からの郵送物等で番号をご確認くださ

い。また、金融機関届出印の押印も必要です（預貯

金通帳の写しは不可）。金融機関届出印や口座名義

人氏名に誤りがあると手続きが間に合わない場合が

ありますのでご注意ください。

 問 平年金事務所　☎0246-23-5611

　　健康福祉課　保険年金係　☎0240-27-2113

平成31年度 育英奨学資金給与事業について

●給与する額　　月額5,000円

●給与を受ける人の資格

　 　広野町に住所を有する人で、高等学校に在学し、

能力があるにもかかわらず経済的理由により就学

困難と認められる人

●申請方法

　 　奨学生願書などにより広野町教育委員会学校教

育課にお申し込みください。

●受付期間

　 　平成31年４月26日（金）まで（土曜日、日曜日

および祝日を除く）

 問 学校教育課　学校教育係　☎0240-27-4166

平成31年度 広野町奨学資金貸与事業について

●奨学資金の額　　月額10万円以内

●貸与を受ける人の資格

　・ 専修学校専門課程、短期大学、大学（大学院を

除く）に在学していること。

　・ 大学などに合格した際に広野町に引き続き１年

以上住所を有していること。

　・ 他の団体から同種類の奨学資金の貸与または給

与を受けていないこと。

●申請方法

　 　奨学生願書などにより広野町教育委員会学校教

育課にお申し込みください。願書は学校教育課に

準備してあります。

●受付期間

　 　平成31年４月26日（金）まで（土曜日、日曜日

および祝日を除く）

 問 学校教育課　学校教育係　☎0240-27-4166

ジェネリック医薬品をご存じですか？

　ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬

品と同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投

与する製剤で、効能･効果･用法･用量が原則的に同

一であり、先発医薬品と同等の臨床効果･作用が得

られる医薬品をいいます。研究開発に要する費用が

低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価

が安くなっています。

　広野町は、一人あたりの医療費が県内で最も高く

なっており、ジェネリック医薬品を利用することで、

自己負担額の軽減や医療保険財政の改善につながり

ます。

　町では、ジェネリック医薬品の利用を医師や薬剤

師などにお願いしにくい場合などに被保険者証など

とともに医療機関や薬局などに提示することによ

り、円滑にジェネリック医薬品が処方されるよう、

「ジェネリック医薬品を希望します。」などと記載さ

れたジェネリック医薬品カードの配布を行っており

ます。

　詳しくは広野町役場健康福祉課までお問い合わせ

ください。　

 問 広野町役場　健康福祉課　☎0240-27-2113

「ふくしまみらいビジネス交流会in Ｊヴィレッジ」の開催について

　福島イノベーション・コースト構想の実現に向け

て、浜通り地域などにおいて新規立地や研究開発等

を実施・計画している企業と、浜通り地域等の地元

企業とのビジネスマッチングの機会を創出するため

のイベントを開催します。

　地元企業との取引拡大や関係構築を希望する企業

が参加する場であり、新たな取引を切り拓くビジネ

スチャンスです。

●日　　時　　平成31年２月26日（火）

　　　　　　　午後１時30分～午後５時（予定）

●場　　所　　Ｊヴィレッジ　Ｊヴィレッジホール

●定　　員　　100人

●参 加 費　　無料

●プログラム（予定）

　・午後１時30分　開会

　・午後１時40分～午後３時

　　登壇企業プレゼンテーション

　　※ 浜通り地域に立地する企業３～４社が登壇予定です。

　　特許庁による知財活用講演

　・午後３時～午後５時

　　 交流会（登壇企業との個別商談会）

　　参加企業間での名刺交換会

　・午後５時　閉会

●申込期限　　平成31年２月19日（火）

●申込方法　　事前登録制

　（ 下記ＨＰにてチラシをダウンロードの上、メー

ルまたはＦＡＸにて申し込み）

　Ｈ　Ｐ：ふくしまみらいビジネス交流会　

　　　　　 https://www.fipo.or.jp/business/

　　　　　guide.html

　メール：biz.fukushima@exd-connect.jp

　ＦＡＸ：024-991-4741

●主　　催　　 公益財団法人福島イノベーション・

コースト構想推進機構および公益社

団法人福島相双復興推進機構

 問 ふくしまみらいビジネス交流会事務局

　　☎024-933-9667

福島県相双建設事務所からのお知らせ

【土砂災害防止法に基づく

基礎調査結果の公表について】

　福島県では、土砂災害から県民の命を守るため、

土砂災害防止法に基づき、「土砂災害の危険性のあ

る区域図（基礎調査の結果）」を相双建設事務所の

ホームページで公表します。

　自分の住んでいる地域やその周辺、また、避難経

路などに危険な区域が無いかあらかじめ確認し、い

ざという時に落ち着いて避難行動がとれるよう、ご

活用ください。

相双建設事務所ホームページ

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/

kisochousakekka-sousou.html

 相双建設事務所基礎調査結果 

 相双建設事務所 　で検索

 問 福島県相双建設事務所　河川砂防課

　　☎0244-26-1260


